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給水工事の流れ

工事許可証
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者

竣工検査
給水装置工事申込書 納　付　書

給水工事の依頼

給水装置工事申込書作成
事前調査 各埋設物調査

各道路許可申請等写し添付

個人申請
国道・府道 代理申請

市　道

必要書類等は指定業者にて作成
給水装置工事申込書提出

市様式
位置図 平面図

配管図 立面図 等

給水装置工事申込書受付

上記資料とともに

書類審査

各種手続き

決裁

料金等については
別紙参照

連絡箱

納付金

納　金

道路占用許可申請
(道路管理者)

道路使用許可申請
(所轄警察署)

納付書
発行

必要期間
７～１０日

納　金
確認

銀行確認は
納金後

３日以上必要

道路占用許可書
道路使用許可書

等　写し提出

道路占用許可書
道路使用許可書

等　写し添付

穿孔立会
依頼

受 付

各地下埋設関係機関
設計施工協議

本管分水
立会日決定

各地下埋設
関係各部署
関係機関等

その他
施工通知
連絡など

穿孔立会
穿孔作業
使用資材
水圧試験

水圧測定器
の用意

穿孔立会

給水工事
施工

竣工届作成

開栓届作成

市様式市様式
位置図 平面図

配管図 立面図 等

竣工後
直ちに
提出

穿孔予定
３日前
までに

穿孔立会
日程調整

受 付
竣工

立会日
決定

竣工検査
予定３日
前までに
竣工検査
日程調整

水圧測定器
の用意

竣工検査

竣工検査
水圧試験
図面整合
使用資材
配管状態

等

竣工検査
依頼

量水器取付

竣　工
検　査
合格後

水道料金納付等

水栓
番号
貼付

水道使用開始

引き取り

量水器支給

開 栓

水栓番号決定

開 栓手続き

工事施行許可
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宅内 引込み 宅内・引込み
(内部工事) (内部工事) (内部工事) (内部工事)

(外部工事) (外部工事) (外部工事)

① 給水装置工事申込書 １通 １通 １通
② 給水装置（臨時栓）工事申込書 １通 １通
③ 位置図

工事図面 平面図

立体図 ※必要に応じて

断面図 ※必要に応じて １通 １通 １通
⑤ 建築確認確認済書コピー（外構工事予定図面も必要） １通 １通

⑦ 国道・府道の道路占用・使用許可申請（代理申請） 各必要部数 各必要部数 各必要部数

各誓約書類　・　土地所有者確認書類など
(土地通過・分岐承諾等その他必要時)

道路占用許可書 各道路管理者 １通 １通 １通
道路使用許可書 警察署 １通 １通 １通

⑩ 納付金・前納金の納付確認

⑪ 給水装置工事竣工届

③ 位置図

竣工図面 平面図

立体図 ※必要に応じて

断面図 ※必要に応じて １通 １通 １通
⑬ 給水装置自主検査報告書（報告書・チェックシート）

⑭ 給水装置新規開栓届（製本しないで、別に提出してください。） １通 １通 １通 １通
＊各申込書類の提出は給水装置工事主任技術者が行ってください。

＊各申込時に必要書類・部数が不足していると受付できませんのでご注意ください。

１通
１通

該当時に１通

⑧

⑨

◎工事施工日までに入金確認ができていること

給 水 装 置 工 事 施 工 前 ま で に

開発物件
都市計画法第29条の許可書
貝塚市開発行為等の手続きに関する条例による覚書

該当時に１通

１通

１通
１通

該当時に１通

１通

１通

１通

給 水 装 置 工 事 申 込 み 申 請 時

給 水 装 置 工 事 竣 工 時

提出図書一覧表

④

⑫

臨時栓

⑥

各道路許可書のコピー
（表紙のみ）
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一戸建個人専用住宅等の水道メーター設置位置について

給水装置工事設計施行基準　第Ⅲ章　７．メーター及び集中検針盤の設置場所　より
① メーターの設置場所
ア、 メーターの設置位置
ａ．

（第１止水栓についても１m以内とし、メーターの直近に設置を原則とする）

ｂ．
イ、 設置環境
ａ．

ｂ．

ｃ．

ｄ．

e．

② メーターボックスの設置
ア、 設置要領
ａ． メーター口径に適した所定のメーターボックスを使用すること。
ｂ．
ｃ．
ｄ． 樹脂製メーターボックスは底付けタイプとする。
e．

量水器の設置に関するお願い　注意を願いたい主な点について　より
1 原則的な設置場所としては、障害発生要因が少ないと思われる『玄関先』とすること。
2

3

4 　　　量水器設置可能場所

　　　量水器設置不可場所

5

道路敷きでないこと、私道、敷地内であっても車両等の通行する場所、,駐車する場所
は設置を避けること。
植栽など植え込み内にメーターを設置しないこと。

一戸建個人専用住宅または、これに類するものは原則として道路境界線から１m以
内の敷地側に設置しなければならない。※建築確認申請の区域内

集合住宅等で集中検針盤を設置しないときはすべて１階に設置しなければならない。

メーター検針、メーター交換等に支障のない場所で、かつ、不在でも検針できる場所
に設置しなければならない。
周囲に不潔なものがなく汚染、損傷、埋没、その他の障害等のおそれがない場所で
あること。

高さ変更等が生じた場合は、専用の調整枠を使用すること。

*官民境界から1m以内に設置できない場合は、その都度別途協議してください。

前面道路

メーターの上部に諸物の置かれやすい場所、物品の下敷きとなるような場所は避け
ること。

ガレージに設置する場合は、第一止水栓以後の合理的な配管を前提としながら、可
能な限り、車両の下にならないようガレージ入口手前(公道側)又は隅とする。この場
合、量水器ﾎﾞｯｸｽの開閉の操作の容易性に注意。

その他、竣工後における検針業務や量水器の検定満期時の取替え業務が円滑に行
えるよう、慎重な配慮をお願い致します。

各種申請のうち「改造」申請の場合で、量水器は、既設量水器の使用であっても、建
物の全面建替と言った"大規模"工事の場合には、既設量水器の「位置」や「深さ」を
全体の仕上がり等を勘案し、適切な内容に改善すること。

メーターボックス仕上がり高さは地表面と同じとし、雨水等が流入しないようにすること。
ズレ、沈下等が生じないようボックスの下部は基礎砕石を敷き入念に突き固めること。

門扉や塀などの関係で検針のために敷地内に立ち入れないような場合には、敷地内
を原則とした塀や門扉と公道の間とする。

市配水管

量水器
設置不可

3ページ



№ 部数 № 部数
着 【竣工検査時提出分】

1  事前協議書の鏡 (写) 1 工 1  位置図 1
前

２  位置図 (写) 1 　  埋設シート等の状況の解るもの。) ２  給水図面　(竣工図) 1

３  給排水図面 (写) 1 ３  工事写真 1

施 　　 　全て　　　　【寄り、深さ等が解るもの】
    ②宅地への引込み位置が解るもの 【竣工図書提出分】

４  建築物の平面図 (写) 1 工 　　　　　　　　　　【配水管分岐位置・止水栓位置等】 ４  位置図 1
◎1 ※1

【注1】　開発の事前協議の時は、 中 c.　水圧測定状況《１.０Mpa》

　　　   必ず窓口へ上記書類を提出して下さい。 ５  給水図面　(竣工図) (写) 1
◎1　区画整理のみの場合提出不要。

d.　穿孔状況

     【放水(キリ屑等の放出)・密着コアの取付等】 ６  工事写真 1

e.　埋め戻し状況 ※1　位置図、施工箇所の表示を行う事。　
1 　給水装置工事申込書 1 　　 管の保護砂・埋戻状況(ｾﾚｸﾄ)；(20cmごとに転圧)

舗 a.　仮復旧・本復旧【道路管理者の指示通り】
２ 　位置図 1 備 　　　等で区分する。

装
平 面 図 【注1】　消火栓設置協議 　　  面袋に入れ末尾に綴じ込。

３ 　工事図面 1
備     協議すること。 考

  《提出書類等については、消防本部の指示による。》
４ 　建築確認済書 (写) 1 　　　 を行う事。

※　給水装置工事申込時、竣工時の提出書類 考
　　 については、別紙　提出図書一覧を参照。 　　 　容を記入する。)
※　給水装置工事申込みは、貝塚市指定給水装
　　 置工事事業者から行って下さい。

立体図※必要に応じて

断面図※必要に応じて

a.　配管設置状況(ポリスリーブ・ロケーティングワイヤー・

備

考

◎給水装置工事申込時提出書類

　 　  影内容の記入、写真内容に応じｲﾝﾃﾞｯｸｽ区分

【注1】デジタルカメラで撮影した写真の提出も可

　1.　 (A4版に、3枚程度の配置とし記事覧に撮影内

  2.  CＤ－Ｒの提出(特殊ソフトを使用しないこと。)

　 　  け表示し、撮影箇所図、写真横の記事覧に撮
　　給水装置工事の申込迄に、貝塚市消防本部と入念に

　　 路盤・ASの復旧については道路管理者の指示による

※2　チューブファイル綴じとし、表紙、背表紙を貼付

　 　 け表示し、A3サイズの縮小版図面をA4サイズに

　　　折り込む。複数の枚数に渡る場合は、ｲﾝﾃﾞｯｸｽ

　　  A1サイズ図面は、H24cm×W14cmに折込、図

※3　チューブファイル綴じとし、表紙、背表紙を貼付

　(彩色したもの：カラー版、A3サイズ《縮小版》)

《左記、写真撮影等留意事項参照：ダイジェスト版》

※3　《左記、写真撮影等留意事項参照》

※2　(彩色したもの：カラー版、A1＋A3サイズ)

a.　工事着工前の状況を３方向【遠・中・近】から撮影したもの

【(遠；全景、中；掘削予定箇所附近、近；掘削予定箇所)】

b.　新設管の埋設状況【寄り、深さの解るもの；ｽﾀｯﾌ設置】

　　①分岐、曲がり、弁、栓、片落ち、管種変更等の部分は

※　開発に伴う提出書類等一覧表

備

考

◎事前協議時提出書類 ◎施工時留意事項 ◎竣工時提出書類
写真撮影等留意事項 提　　出　　書　　類提　　出　　書　　類
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

＊市組織変更等により課名、係名、内線電話番号が変更する場合がありますので、その時は
　開発指導の窓口等にてご確認ください。

○

担 当 課 名

○

○

○

消火栓

○

○

○

○

排 水 構 造 図

流 末 水 路 構 造 図

給 水 計 画 平 面 図

消 防 水 利 図

建 物 日 影 図

その他（協議時に指示する図書）

建 物 平 面 図

建 物 立 面 図

建 物 断 面 図

公共公益施設詳細図

造 成 計 画 断 面 図

道 路 計 画 縦 断 図

道 路 標 準 断 面 図

排 水 計 画 平 面 図

排 水 計 画 縦 断 図

排 水 標 準 断 面 図

地籍測量図又は求積図

公 共 施 設 求 積 図

土地の登記事項証明書

現 況 図

土地利用計画図（配置図）

造 成 計 画 平 面 図

協議（事前協議の指導内容に伴う本協議）の際の提出図書一覧表

委 任 状

附 近 見 取 図

地 籍 図 （ 公 図 ）

上下水道部（給水申請担当課）

○

○
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直圧 （戸建）

1 止水栓　～　宅内配管の水圧テスト

2 検針及びメーター脱着業務を円滑に行えるか

3 屋外配管の露出部分への『　保温材　』の設置

4 屋外配管の横びき管露出の有無

5 地下式散水栓の適切な深さ及び固定状態

6 竣工図面と現場の整合性の確認（給水栓数など）

7 給水栓の固定状態 ( 特に洗濯機用給水栓 ) の確認

8 給水引込の位置明示用ピンの有無

9 直結給水用具の確認

10 末端給水用具での残留塩素確認

11 その他（検査員が必要と認めたもの）

直圧 （開発物件）
上記直圧戸建項目に加え

① 本管分岐道路上第一仕切弁 ( バルブ ) ～敷地内止水栓の間の水圧テスト

② 消火栓及び副弁の設置状態と各ボックス類設置状況の確認

③ ドレンボックスと配管状態の確認

④ 竣工図面と現場の整合性の確認（オフセット寸法どおり設置されているか等）

⑤ その他（検査員が必要と認めたもの）

竣工検査　　主な項目

6ページ



1 止水栓　～　受水槽の水圧テスト

2 メーター回り

① 親メーター口径40ミリ以上の場合、バルブが第一バルブを含め３基

申請図書どおり設置されているか

② ボックス寸法が指導どおりであるか、検針業務用小窓が合理的に

設置されているか

3 受水槽回り

① 受水槽容量、その他に関する 『 標示板 』 の確認

② 点検 ・ 保安用給水栓取り付けの有無

③ 保安用安全柵の有無及び状態

④ ベット締め付けアンカーボルトの締め付け具合

⑤ 送水ポンプ ( 相互運転 ) とポンプの種類 ( 緊急用エンジンポンプ )

の確認

4 各戸メーター回り

① PS内メーターの設置 ( 維持管理空間 )

② 各部屋番号表示板の取り付け

③ パイロット針の確認

④ 共用栓メーターの設置場所確認と竣工図面への記入

⑤ 検満期日の確認 ( メモ )

5 検針盤回り（集中検針方式）

① 屋外用・屋内用の確認と、屋内用の場合の検針立ち入り用ドアー

施錠の有無

② 量水器メーカー立会のもと検針表の打ち出し及び、指示数の点検

6 メンテに関する「連絡表」の提出

簡易専用水道（受水槽）設置状況リストの提出

7 共用栓ボックス及び散水栓固定確認

8 その他（検査員が必要と認めたもの）

竣工検査　　主な項目
集中検針住宅竣工検査項目
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貯水槽《受水槽》以下の装置は、水道法（昭和32年6月15日法律第177号）第3条第9項に規定する
給水装置ではないが、簡易専用水道（法34条の2）・（貯水槽水道（法第14条第2項第5号））その詳
細について、構造及び材質等に不備があるときは水道利用者の不安を引き起こし、水質上問題を
生じるおそれがあるのでこの基準により指導する。なお、ここに定めない事項については、水道事
業とその都度協議すること。

１： 届出等
１）　特定建築物の届出
　　　建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定められた特定建築物所者
　　　等は、同法第5条に従って府知事に届出をしなければならない。
２）　簡易専用水道の届出
　　　簡易専用水道設置者は、大阪府で定められている簡易専用水道管理運営指導
　　　要綱により所轄保健所長に届出をしなければならない。
３）　小規模貯水槽設置者は、大阪府小規模貯水槽衛生管理指導要領を遵守するも
　　　とする。
　　　又、水道事業は、同要領に従い小規模貯水槽設置場所等について６か月
　　　以内ごとに所轄保健所長に報告する。

２： 維持管理
１）　維持管理
　　　ア　建築物における衛生的環境に関する法律に定められた特定建築物所有者は、
　　　　　同法施行令第2条第2項イにより水質基準に適合する水を供給すること。
　　　イ　貯水槽有効容量が１０㎥を超えるものは、水道法第34条の2、施行規程第55条
　　　　　等に従って所有者等の責任で適切な管理を行うこと。
　　　ウ　１０㎥以下の貯水槽については大阪府小規模貯水槽水道衛生管理指導要領
　　　　　を遵守し、所有者等の責任で適切な管理を行うこと。

２）　貯水槽の清掃
　　　ア　内部の掃除を年1回以上定期的に行うこと。
　　　イ　所有者が自ら行わない場合は、ビル管理法に基づく都道府県知事の登録を
　　　　　受けた貯水槽清掃業者に依頼して行うこと。

３）　水質の管理
　　　給水栓から出る水の色、濁り、臭い、味等に異常を認めたときは、水質の検査を
　　　行うこと。

４）　給水の停止
　　　水が人の健康を害するおそれがある場合は、直ちに給水を停止するとともに、飲
　　　用しないよう使用者に周知し、所轄保健所に連絡すること。

５）　その他詳細については　"貯水槽水道の適正な管理について"　を参考にすること。

貯水槽（受水槽）水道基準
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３： 構造及び付属設備
１）　貯水槽は鉄筋コンクリート又はガラス繊維強化樹脂（FRP)その他堅固
　　　な材質のものを使用し、水密構造であること。FRP製水槽の選定にあた
　　　っては「FRP製水槽耐震設計基準」・「FRP製水槽藻類増殖防止のため
　　　の製品基準」（共に（社）強化プラスチック協会発行）等を参考にするこ
　　　と。

２）　貯水槽は点検修理または内部清掃のため、マンホール（点検口　直径
　　　６０cm以上）・タラップ等を設置し、雨水、汚水の流入を防止するため
　　　嵩上げ（１０cm以上）し、水密性の蓋を設置し施錠すること。

３）　貯水槽が１０㎥以上になるものは２槽式とすること。また有効容量が５㎥
　　　以上となるものについても２槽式を検討すること。
　　　各槽は連通管で連絡し、仕切弁で区分する構造とすること。

４）　外部からの点検・作業を容易にするため、上面・横面には適当な空間
　　　を確保すること。

５）　ボールタップは定水位弁を原則とし、取り付け位置は点検修理に便利
　　　な場所選定し、この近くにマンホール（点検口）を設置する。
　　　また、ボールタップを使用しない場合は水撃作用の発生しない構造とし
　　　水道事業管理者と協議の上決定すること。（電磁弁等の使用）

６）　貯水槽に貯留した水が給水装置に逆流しないような構造にすること。

７）　貯水槽は波立防止のために適切な措置を講じること。

８）　貯水槽にはオーバーフロー管（越流管）を設置する。口径については流
　　　入管径以上のものとし、取り付けに関しては貯水槽内に汚水の逆流が
　　　ないような構造とし、出口には防虫網を設けること。

９）　貯水槽には通風孔を設置すること。取り付けに関しては貯水槽内に異
　　　物が混入しないような構造とし、出口には防虫網を設けること。

１０）　貯水槽には、親メーター２次側の直結直圧部に非常用給水栓を設置
　　　すること。

１１）　配水管及びメーターに急激な負担がかかると予測されるような口径で　
　　　貯水槽に給水する場合は、その負担を軽減させるための必要な措置を
　　　講じること。

１２）　貯水槽設備には各種警報装置を設けること。　

１３）　ポンプ故障等の緊急時に備え、各連絡先を記載した「緊急連絡先標
　　　示板」をポンプ室以外の使用者の目につきやすい場所に２か所以上設
　　　置すること。

１４）　その他不明な点については事前に水道事業と協議すること。　
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　　＊　流入管の空気抜孔を加工できない場合は適当な逆流防止措置を講ずること。
　　＊　受水槽は容易に６面点検が行える空間を確保し、周囲にネットフェンス（H=1.8m程度）
　　　　 及び門扉を設置して施錠し、管理人が管理を行うこと。
　　＊　非常用給水栓は、通常時使用しないように「常時閉」と明記した札等を取り付けること。

　　＊　流入管について、空気抜孔を設置する等条件によれば水面まで配管も可とする。
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給水装置工事（道路掘削工事）を施工した場合は、以下の要領で撮影した
工事写真を提出してください。

① 撮影場所
ア、 着工前と完了後の写真（同一場所及び方向）
イ、 工事標示施設の状態
ウ、 配管、土被り、埋め戻し及び舗装復旧の状態

② 各写真には申込者氏名、施工工事店名、工事場所、工事日等を記載した標示板、

撮影目標の大きさ及び寸法が判定できるよう箱尺その他スケールを添えて撮影

する。（宅地造成工事については各号地ごとに写真が必要です。）

a、施工場所が判明できるように工事着工前の状況を3方向【遠･中･近】から

 　 撮影したもの。（遠＝全景・中＝掘削予定場所付近・近＝掘削予定箇所）

b、保安設備状況

c、配管埋設状況（埋設位置・寄り･深さがわかるように箱尺を設置する。)

1.分岐、曲がり、弁、栓、片落ち、管種変更点、既設管などはすべて。

2．ポリスリーブ、ロケーティングワイヤ、埋設標識シート等がわかるよ

　　うに。

3．申請地への引込み位置がわかるように。

d、水圧テスト状況(配管全容も同時に写る様に撮影）

e、穿孔状況がわかるように。

1.ゴミ、穿孔キリ屑等の異物の除去・密着コアの挿入

2.穿孔後の出水状況

f、埋め戻し状況
管の保護砂・埋設状況（セレクト）（２０cmごと）・路盤・Asの復旧につい
ては道路管理者の指示に従うこと。

ｇ、仮復旧・本復旧（道路管理者の指示どおり）
h、施工完了状況が判明できるように完了後の状況を3方向【遠･中･近】から
 　 撮影したもの。（遠＝全景・中＝掘削場所付近・近＝仮復旧箇所）

③ 写真は工事用アルバムに貼り付けて工事内容を記入し、表題を付けて竣工検査
日までに竣工届と同時に提出すること。(デジタルカメラにて撮影したもので多量
の場合はCD-ROMに保存したものも合わせて提出すること。）

④ その他、管理者が必要とする為に撮影した写真の提出。

工事写真撮影要領
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給水装置工事設計施工基準を遵守すること。
貝塚市上下水道部指定承認材料の使用のこと。

※この構造図については標準図であり、理由があり一次止水栓の設置が必要な場合は市担当
　 と協議を行い、承認を得ること
※ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・溶剤を扱う工場等、市が必要とする場合は、給水管にｽﾘｰﾌﾞ等の防護を施すこと

①
サドル分水栓用・不断水T字管ポリスリーブの取り付け
（不断水分岐工事は原則水圧テスト立会あり）

②
(直結止水まで取り付ける)

③
（必要があれば）

④
別紙参照

⑤
(直結止水栓～サドル分水栓間)
(１．75Mpa・１分間以上又は1．0Mpa・10分間以上）

⑥
(穿孔切粉の排出の為の放水実施)
配水本管圧力の測定

⑦
別紙参照

①～⑦の工程確認写真の提出（竣工届提出時）
（黒板に各号地がわかるように）

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ の 取 り 付 け

給 水 配 管 部 の 水 圧 テ ス ト

穿 孔 ・ 密 着 コ ア の 取 り 付 け

給 水 引 込 管 の 明 示 ピ ン の 打 ち 込 み

外部工事　　標準配管図
（宅地造成のための給水引込工事のみの場合）

サドル分水栓・不断水T字管の取り付け

引 込 み 管 の 配 管

明 示 テ ー プ を 取 り 付 け る
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給水装置工事設計施工基準を遵守すること。
貝塚市上下水道部指定承認材料の使用のこと。

※ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・溶剤を扱う工場等、市が必要とする
　 場合は、給水管にｽﾘｰﾌﾞ等の防護を施すこと

①
サドル分水栓用ポリスリーブの取り付け
（必要であれば水圧テスト実施）

②
(直結止水まで取り付ける)

③
（必要があれば）

④
別紙参照

⑤
(直結止水栓～サドル分水栓間)
(１．75Mpa・１分間以上又は1．0Mpa・10分間以上）

⑥
(穿孔切粉の排出の為の放水をしながら)
配水本管圧力の測定

⑦
別紙参照

⑧ 出来上がり全体 自主検査チェックシート作成
(給水装置主任技術者)

①～⑧の工程確認写真の提出（竣工届提出時）

給 水 配 管 部 の 水 圧 テ ス ト

穿 孔 ・ 密 着 コ ア の 取 り 付 け

給 水 引 込 管 の 明 示 ピ ン の 打 ち 込 み

給水装置の施工
ポリエチレン管φ２０～２５mmの場合

サ ド ル 分 水 栓 の 取 り 付 け

引 込 み 管 の 配 管

埋 設 管 表 示 用 テ ー プ を 取 り 付 け る

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ の 取 り 付 け
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給水装置工事設計施工基準を遵守すること。
貝塚市上下水道部指定承認材料の使用のこと。

※ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・溶剤を扱う工場等、市が必要とする
　 場合は、給水管にｽﾘｰﾌﾞ等の防護を施すこと

①
（水圧テストあり）
不断水T字管用ポリスリーブの取り付け

②
(穿孔切粉の排出の為の放水をしながら)

③
(第１止水まで取り付ける)

④
（必要があれば）

⑤
別紙参照

⑥
(第１止水栓～不断水バルブ間)
(１．75Mpa・１分間以上又は1．0Mpa・10分間以上）
配水本管圧力の測定

⑦
別紙参照

⑧ 出来上がり全体 自主検査チェックシート作成
(給水装置主任技術者)

①～⑧の工程確認写真の提出（竣工届提出時）

給水装置の施工
ポリエチレン管φ４０mmの場合

穿 孔 ・ 密 着 コ ア の 取 り 付 け

給 水 引 込 管 の 明 示 ピ ン の 打 ち 込 み

不 断 水 分 岐 T 字 管 の 取 り 付 け

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ の 取 り 付 け

給 水 配 管 部 の 水 圧 テ ス ト

引 込 み 管 の 配 管

埋 設 管 表 示 テ ー プ を 取 り 付 け る



給水装置工事設計施工基準を遵守すること。
貝塚市上下水道部指定承認材料の使用のこと。

　

※ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ・溶剤を扱う工場等、市が必要とする場合は、給水管に
　 耐溶ｽﾘｰﾌﾞ等の防護を施すこと、水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管を使用の場
　 合は、全条件で防護すること。
※ﾕﾆｵﾝｴﾙﾎﾞ等ﾊﾟｯｷﾝを使用する場合は金属入りﾊﾟｯｷﾝを使用すること
※1次止水栓とﾒｰﾀｰ直結止水栓が近い場合は市担当と協議により一次
　 止水栓の省略が可能である

①
（水圧テストあり）
不断水T字管用ポリスリーブの取り付け

②
(穿孔切粉の排出の為の放水をしながら)

③
(第１止水まで取り付ける)

④
（必要があれば）

⑤
別紙参照

⑥
(第１止水栓～不断水バルブ間)
(１．75Mpa・１分間以上又は1．0Mpa・10分間以上）
配水本管圧力の測定

⑦
別紙参照

⑧ 出来上がり全体 自主検査チェックシート作成
(給水装置主任技術者)

①～⑧の工程確認写真の提出（竣工届提出時）

給 水 引 込 管 の 明 示 ピ ン の 打 ち 込 み

穿 孔 ・ 密 着 コ ア の 取 り 付 け

引 込 み 管 の 配 管

埋 設 管 表 示 テ ー プ を 取 り 付 け る

ロ ケ ー テ ィ ン グ ワ イ ヤ の 取 り 付 け

給水装置の施工

給 水 配 管 部 の 水 圧 テ ス ト

φ５０mmの場合(PP2層管・HPPE管）

ｻﾄﾞﾙ分水栓又は不断水分岐T字管の取り付け
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１）　スリーブ内に侵入した地下水の移動をできるだけ阻止する工法を採用する。

　　　ポリエチレンスリーブを管に固定する場合、地下水の移動を止めるために
　　　管1本ごとに少なくとも1ヶ所でスリーブ巾５０～７５mmの粘着テープで全周
　　　に1回以上巻きつけて管と一体化し、スリーブと管の隙間の連続性を断つ。
　　　そのためには、スリーブを管に固定する場合、粘着テープの半面がスリー
　　　ブに、残り半面が管に粘着するようにする。
　　　また、スリーブ同士を接続する場合でも同様に粘着テープを半面ずつ
　　　用いて接続する。

２）　スリーブが大きく損傷しない工法を採用する。

　　a)　たとえば、管にスリーブを固定する場合、管直部の折り曲げでできる
　　　　重ね部分（三重部分）を管頂部にくるようにして埋め戻し時の土砂の
　　　　衝撃を避ける。

b)　ポリエチレンスリーブを被覆した管を移動する場合、十分に管理された
　　ナイロンスリングやゴムなどで保護されたワイヤーロープを用いスリー
　　ブを傷つけないような吊り具を用いる。

c)  継手部の形状にスリーブがなじむように十分なたるみをもたせる。
　　継手部分では、押輪やボルトナットによりスリーブを破ることがない
　　ように十分なたるみをもたせ、埋め戻した状態で継手の形状になじ
　　むようにする。
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分岐をとる部分のポリエチレンスリーブを
ナイフなどで切断除去する。
（管と分岐栓のゴムパッキンが管肌に直接
接触するようにスリーブを除去する。）

分岐栓取付部分のスリーブ除去後の状

況。

分水栓を取り付ける。

分岐栓を固定し、枝管
を接続する。
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ポリエチレンスリーブを開き、枝管・
サドル分水栓部分に被せる。

枝管・サドル分水栓部分をポリエチレン
スリーブ被覆できるようにスリーブを十
分になじませる。

分岐栓部分のポリエチレンスリーブを粘着テープを使用して固定する。こ
の場合締め付けボルト・サドル分水栓の端などでスリーブを破らないよう
に十分なたるみをもたせて固定する。
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給水管埋設標準図 砂埋め戻し　標準図
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但し、下水道工事等支障移設関係は、原則として浅埋設しない。

平成１２年５月　浅層埋設基準　設計埋設基準より

但し、下水道工事等支障移設関係は、原則として浅埋設しない。

貝塚市水道事業給水条例規定より

900 mm 900 mm

配 水 管 埋 設 深 さ 最 低 土 被

900 mm

車　道 歩　道
市　　　　道 府　　　　道 国　　　　道

車　道

給 水 管 埋 設 深 さ 最 低 土 被

900 mm 900 mm

全口径 全口径 全口径 全口径 全口径 全口径

900 mm

歩　道 車　道 歩　道

未満

府道　・　国道 私　　　道

給水管口径φ５０mm
全口径

宅　地　内

給水管口径φ５０mm

600 mm 900 mm 900 mm 900 mm

市　　　　道

給水管口径φ５０mm

未満 以上

配水管
市　　　　道 府　　　　道 国　　　　道

車　道 歩　道 車　道 歩　道
全口径 全口径 全口径 全口径 全口径 全口径

900 mm 900 mm 900 mm

配水管　・　給水管 埋設基準  ( 最低土被 )

埋設深さ 900 mm 900 mm 900 mm

歩　道 車　道

配　水
管

埋設深さ
最低土被

給　水
管

給水管
市　　　　道 府道　・　国道

給水管口径φ５０mm
全口径

未満 以上

900 mm

道路種別 給水管口径 埋設深さ

埋設深さ 600 mm 900 mm 900 mm

国   道 全口径 ９００mm以深

府   道 全口径 ９００mm以深

私   道

φ５０mm未満
φ５０mm以上
φ５０mm未満
φ５０mm以上
φ５０mm未満

９００mm以深

φ５０mm以上
宅地内

６００mm以深
９００mm以深
６００mm以深
９００mm以深
３００mm以深
６００mm以深

市   道

以上

府   道 全口径 ９００mm以深

給水装置工事設計施工基準
第Ⅲ章　９．配管　①給水管の埋設深さより

道路種別 給水管口径 埋設深さ

国   道 全口径

300 mm
埋設深さ
最低土被

以上

900 mm

参考資料

給
水
管

配
水
管

600 mm 900 mm

未満
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   　 　　令和　 　年 　　月　 　日

   消火 栓 設 置　・　修 繕 台 帳
　　新　　　   　設 　　修　　   　　繕

  消　　火　　栓　　番　　号 №
  消火栓 設置・撤去 場所 貝 塚 市
　消火栓設置・撤去年月日 設 ・ 撤 　　   　 　年　　　　月　　　　日 　　 　   　年　　　　月　　　　日
 消 火 栓 丸 型 (内径；φ５００㎜)

(外径；φ７００㎜) 個 個
 消 火 栓 角 型 (内寸；350㎜×450㎜)

(外寸；670㎜×570㎜) 個 個
 Ａ　 (m) (m)
 Ｂ　 (m) (m)

丸    型  C　 (m) (m)
 消 火 栓 寸 法 (〇)  D  (m) (m)

 Ｈ (m) (m)
  a   (m) (m)

b (m) (m)
角    型 c (m) (m)

(□)   d 　 (m) (m)
  ｈ 　 (m) (m)

 Ａ  20 H=200㎜ 個 個
丸型躯体ブロック  Ｂ　20 H=200㎜ 個 個
　(レジコン)  C　30 H=300㎜ 個 個

 底  板 H=40㎜ 個 個
単口B1 PP H=10㎜ 枚 枚

角型調整リング 単口B3 PP H=30㎜ 枚 枚
単口B5 PP H=50㎜ 枚 枚
単口B10 H=100㎜ 個 個

角型ブロック 単口B12.5 H=125㎜ 個 個
  (コンクリート) 単口B15 H=150㎜ 個 個

単口B20 H=200㎜ 個 個
単口C H=200㎜ 個 個
底  板 H=75㎜ 個 個
標準タイプ H=325㎜ 個 個

　消　　火　　栓 浅埋対応型 H=220㎜ 個 個
ﾚﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ H=100㎜ 個 個

　補　　修　　弁 H=150㎜ 個 個
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾀｲﾌﾟ H=100㎜ 個 個

H=150㎜ 個 個
H=100㎜ 個 個
H=150㎜ 個 個

　フランジ短管  (Φ75㎜) H=200㎜ 個 個
H=250㎜ 個 個
H=300㎜ 個 個

　　　　　　水　　　　　圧 　　　不断水バルブ 　　　　　　凍  結  工  事
　　　Ｐ＝　　　　　　　　　Ｍｐａ 有　　　　　・　　　　　無 　　　　　有　　　　・　　　　無

　修　理　箇　所

　　　　　工　事　工　期

 施 工 業 者 名  住　　　 　所　　；
 現 場 代 理 人  電 話 番 号　　；　　　ＴＥＬ　　　　　　　(　　　)
 参　　 考 　　図 (別 紙 添 付 図 面 参 照)
 備　　　　　 　考 (注1)上記以外の使用材料がある場合も記入すること  (注2) イタリック体数値は既設を示す

地先 地先　　

 R．　　／　　～　R．　　　／　　
 工     事    名

既
設

消
火

栓
ボ

ッ
ク

ス
標

準
図

《
平

面
図

》

３
５

×
４

５
蓋

付
枠

３
５

０
m

m

２
０

０
m

m

消
火

栓
標

準
据

付
図

５
７

０
m

m

《
断

面
図

》
G

L

ｂ

c
ｈ

a ｄ

《
断

面
図

》

《
平

面
図

》

基
礎

砕
石

R
C

－
３

０

配
水

管

吐
水

口

消
火

栓
設

置
中

心
位

置

消
火

栓
ス

ピ
ン

ド
ル

補
修

弁
ス

ピ
ン

ド
ル
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給水引込管(分水栓の分水位置)の
明示ピン設置について(給水引込み法線上)

民地
官民境界

民地道路
明示ピン設置

明示ピン設置

明示ピン設置

明示ピン設置

民地

民地
官民境界

道路

平面図

断面図
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水道配水管　ドロ吐けの設置例

側溝への放流設置例

水道配水管　ドロ吐けの設置例

集水桝への放流設置例

平面図

Ａ Ａ’

Ｂ

Ｂ’

断面図 断面図

配水管　ドロ吐け

排水用エルボ
を用意すること

平面図

Ａ Ａ’

Ｂ

Ｂ’

断面図 断面図

配水管　ドロ吐け

集水桝壁面
までの

最終配管は、
ソケット管で
完了すること。

集水桝内壁面
より突出しない
ようにすること。

排水用エルボ
を用意すること

側溝壁面までの
最終配管は、ソ
ケット管で完了

すること。

側溝壁面より
突出しないよう
にすること。

側溝壁面より
突出しないよう
にすること。
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図面作成用記号凡例

管種 表示記号 器材名 器材名 表示記号
ＶＰ K型継手 GX型継手

ＨＩＶＰ
ＰＰ
ＰBP 短管 １号
ＶＬＰ 短管 ２号
ＣＰ 甲切管
ＬＰ 乙切管

Ｄ．ＣＩＰ 特殊押輪
ＣＩＰ 継輪

管の種別等 色分け
新設給水管 赤色
既設給水管 黒色 フランジ型

既設配水管 黒色
管種・文字 緑色
道路・建物 黒色

交差

耐衝撃性硬質塩化ビニール管

銅管
鉛管
ダクタイル鋳鉄管
鋳鉄管

防護管(鞘管)

立下り

硬質塩化ビニール管

硬質塩化ビニールライニング鋼管

ポリエチレン管
ポリブデン管

表示記号
外郭

表示記号

止水弁（φ40・50mm)
仕切弁（φ75mm以上）
量水器（φ40mm以下）
量水器（φ50mm以上）

逆止弁
空気弁

消火栓
止水栓（φ25mm以下）

貯湯式

ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ付き水栓
立水栓

ボールタップ
一般水栓混

合
栓
湯
沸

瞬間式

方位
道路
河川
家屋
門・門扉
受水槽(貯水槽)
階段
洗面器及手洗い
浴槽（ユニットバス）
便器（兼用）
小便器
台所流し

名称

分
岐
部

ｻﾄﾞﾙ分水栓
不断水式割T字管

ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ付き水栓
立水栓

管種の表示記号例(表３－２４)

口径変更
管種変更

鋳
鉄
管

その他の表示記号例(表３－２８)器材の表示記号例(表３－２７)
表示記号

二受T字管
一般水栓
散水栓

鋳鉄管継手略記号
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管

年度変更
立上り

管の種別等の色分け表示(表３－２５)

配管の表示記号例(表３－２６)

表示方法

○

○

●

●立

○立

○

A

ＨＨ
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令和　8　年　4　月

貝塚市上下水道部指定材料

貝塚市上下水道部
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材料指定の目的

   災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため、配水管への取付口

から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定する。また、ここに表記の

無い材料を使用する場合は、上下水道部と協議し承認を得なければならない。

指定材料一覧

ダクタイル鋳鉄管 JIS Ｇ５５２６ Ｋ 形 １ 種 管 φ75 ～ 2600mm 基準適合品

　　( 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ) JIS Ｇ５５２８ Ｓ Ⅱ 形 １ 種 管 φ75 ～ 450mm

JWWA G113 N S 形 1 種 管 φ75 ～ 450mm

JWWA G120 G X 形 １ 種 管 φ75 ～ 250mm

水道用ポリエチレン管 JIS Ｋ６７６２ 第 １ 種 軟 質 ２ 層 管 φ50ｍｍ以下 基準適合品

水道配水用ポリエチレン管 JWWA K144 φ50 ～ 150㎜ 基準適合品

耐衝撃性硬質塩化ビニル管 JWWA Ｋ１１８ φ75ｍｍ以下 基準適合品

ダクタイル鋳鉄異形管 JIS Ｇ５５２７ 基準適合品

　　( 内面エポキシ樹脂粉体塗装 ) JIS Ｇ５５２８

JWWA G114 N S 形 1 種 管 φ75 ～ 250mm

JWWA G121 G X 形 １ 種 管 φ75 ～ 250mm

水道配水用ポリエチレン管EF継手 JWWA K145 φ50 ～ 150㎜ 基準適合品

水道用ポリエチレン管継手 JWWA Ｂ１１６ 第 １ 種 軟質用 ２層管用 金属継手 基準適合品

耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手 JWWA Ｋ１１９ ＴＳ継手 基準適合品 型式承認品

ＴＨ継手

メカ継手 大成機工㈱

フレキベンダー ㈱水研

タイフレックス 大成機工㈱

アイボールジョイント ( ＢＪ７０ ) クロダイト工業㈱

φ50ｍｍ以下

伸   縮
可撓管

分       類

直管

継   手

配   管
材   料

φ75ｍｍ以上

品        名

異形管

規        格 指  定  項  目 指 定 メ ー カ ー
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指定材料一覧

付属品 Ⅰ類 押輪 JWWA Ｇ１１３ 基準適合品

特殊押輪 JWWA Ｇ１１３ 基準適合品

ライナー ・ 切管用挿し口リング 基準適合品

ロックリング 基準適合品

Ⅱ類 Ｔ頭ボルト ・ ナット JIS Ｋ5527付属書 亜鉛ピース付Ｔ頭ボルト ㈱水研、㈱三和

Ⅲ類 ゴム輪 JIS Ｋ６３５３ Ⅰ類 基準適合品

Ⅳ類 バックアップリング ポリアミド樹脂 基準適合品

NS、GX形用 接 合 部 品 JWWA G113・G114 φ75 ～ 250㎜ 基準適合品

K形 特殊押輪ロングワイドZ φ75～500㎜ 大成機工㈱

離脱防止押輪スーパーホールド φ75～700㎜ コスモ工機㈱

メカニカル同軸抜止押輪及び同附属品 φ75～350㎜ 川﨑機構㈱

フランジ ボルト JIS Ｇ５５２７ ＳＵＳ304 基準適合品

継手材 ナット JIS Ｇ５５２７ ＳＵＳ304 ( 蓚酸塩皮膜潤滑処理 ) 基準適合品

ガスケット JIS Ｋ６３５３ Ⅲ類 基準適合品

ヤノT字管 Ｆ型・Ｖ型・Ｓ型 大成機工㈱

V型・F型 φ75～300㎜×同口径分岐

コスモ割T字管 B型・Ｃ型・Ｍ型　φ75～800×φ75～500mm コスモ工機㈱

コスモバルブ               Ｔ型　φ75～800×φ40～200mm

φ75～200㎜×φ75～200㎜（同口径分岐） ㈱水研

φ100～200㎜×φ75～150㎜

水道用サドル付き分水栓 JWWA B117･B136 ボール式 φ50mm以下

PTC B20

VP用 φ40㎜×φ25㎜ タブチ㈱、㈱日邦バルブ、

前澤給装工業㈱、

VP･PP用 φ40㎜×φ25㎜ ㈱光明製作所

ヤノ ・ ストッパー 全製品 大成機工㈱

コスモインサーティングプラグ ＩＰ３型φ50～500mm コスモ工機㈱

不断水バルブ設置工法 エスゲート φ75 ～ 300mm ㈱水研

断   水
器   材

指 定 メ ー カ ー

配   管
材   料

離脱防止抵抗力3DkN以上

分   岐
材   料

不断水割
T字管

エスブンキバルブ

分水栓

分       類 品        名 規        格 指  定  項  目
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指定材料一覧

JWWA B120 右回転2種浅層埋設対応型　内外面粉体塗装 基準適合品

受挿し形ソフトシール仕切弁 K形、NS形、GX形 7.5K2種 φ75～300㎜

K形、NS形 10K3種 φ75～300㎜

GX形

16K4種 φ75～300㎜

NS形、GX形 16K4種 φ75～300㎜ クボタ㈱

両受形ソフトシール仕切弁 NS形、GX形 7.5K2種 φ300～400㎜ クボタ㈱

10K3種 φ300～400㎜

16K4種 φ300㎜

φ300～400㎜

両挿し口ソフトシール仕切弁 PTC B22 HPPE用 7.5K φ50～150㎜

片受口ソフトシール仕切弁 PTC B22 HPPE用 7.5K φ50～150㎜

JIS B2064 右回転2種　内外面粉体塗装 基準適合品

JWWA 型式承認 右回止　両外ﾈｼﾞ角ハンドル 基準適合品

PE挿口青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ弁 PTC B23 右回止　 φ50㎜ 基準適合品

青銅製　甲型　T型ﾊﾝﾄﾞﾙ 基準適合品

副弁付逆流防止弁 ﾊﾝﾄﾞﾙ式流量調整型逆流防止機能付 ㈱光明製作所

ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙバルブ付 ㈱タブチ、㈱日邦バルブ

圧力測定不可能ﾀｲﾌﾟ　　伸縮式 前澤給装工業㈱

JWWA B103 右回止 浅層埋設対応型　内外面粉体塗装 基準適合品

JWWA B135 右回止 内外面粉体塗装 基準適合品

JWWA B126 右回止 両間10cmｷｬｯﾌﾟ式内外面粉体塗装 基準適合品

JIS B2063 急速　単口　２種 基準適合品

消火栓

補修弁

空気弁 水道用空気弁

小型消火栓

水道用補修弁

単口消火栓

前澤工業㈱、㈱栗本鉄工
所、㈱清水合金製作所

前澤工業㈱、宮部鉄工㈱、
クボタ㈱、㈱栗本鉄工所、

㈱清水合金製作所

前澤工業㈱、クボタ㈱

㈱栗本鉄工所

バタフライ弁

止水栓

青銅製ｿﾌﾄｼｰﾙ弁

ﾒｰﾀｰ直結伸縮止水栓

クボタ㈱

品        名

仕切弁 水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁

前澤工業㈱、宮部鉄工㈱、
クボタ㈱、㈱栗本鉄工所、

㈱清水合金製作所

規        格

水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

分       類 指  定  項  目 指 定 メ ー カ ー
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指定材料一覧

JWWA 市章入り・レジンｺﾝｸﾘｰﾄ製（鉄蓋部青色） 貝塚市型

JWWA 市章入り・レジンｺﾝｸﾘｰﾄ製 貝塚市型

JWWA 基準適合品

JWWA φ500レジンｺﾝｸﾘｰﾄ製 基準適合品

JWWA 市章入り 貝塚市型

JWWA H=５０ 基準適合品

H=１０H=３０及び勾配物 基準適合品

無収縮モルタル 基準適合品

JWWA コンクリート製 基準適合品

JWWA 市章入り 貝塚市型

JWWA 市章入り 貝塚市型

JWWA 市章入り 12型・16型 貝塚市型

ＪＤＰＡ Ｚ２００５ 協会指定事項明記 基準適合品

溶剤浸透防護スリーブ PTC K20 協会指定事項明記 基準適合品

固定用ゴムバンド ＪＤＰＡ Z2005付属書 バンドＥＰＲ締め具ＡＢＳ 基準適合品

埋設管標示用テープ ＪＩＳ Ｚ１９０１ 上水道　年号明記 基準適合品

ロケーティングワイヤー 導体銅線　絶縁体ＰＶＣ

埋設標識シート 折込式　水道管明記

標示ワッシャー アルミ合金製　水道明記

ストッパー用

レジンコンクリート製下桝

その他の材料 ポリエチレンスリーブ

消火栓ﾎﾞｯｸｽ

鉄蓋

丸型消火栓ﾎﾞｯｸｽ用調整ﾘﾝｸﾞ

丸型消火栓ﾎﾞｯｸｽ用調整ﾘﾝｸﾞ

高さ調整材

消火栓

規        格 指  定  項  目 指 定 メ ー カ ー

止水栓ﾎﾞｯｸｽ
鋳鉄製止水栓ﾎﾞｯｸｽ

ｺﾝｸﾘｰﾄ製止水栓ﾎﾞｯｸｽ

弁   室
材   料

仕切弁
鉄　蓋

仕切弁用

空気弁
空気弁ﾎﾞｯｸｽ

鉄蓋

分       類 品        名
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